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平成15年度事業評価実施結果報告書＜事後評価＞

政策所管部局 評価時期 平成１６年６月法務総合研究所

法務に関する研究事業等の名称
事業等の内容

近年，我が国においては，刑法犯認知件数が戦後最高水準にあり，検挙人員
は戦後最高を記録するなど犯罪の増加傾向が著しい状況にある。この原因がど
こにあるか，また，その対策として，どのような措置が講ぜられなければなら
ないかを研究することは，極めて困難であり，短月日にその結論を得ることは
できないが，犯罪の防止と処理に関係する機関の責務として，法務総合研究所
が，実証諸科学を活用して，刑事政策に関する総合的な調査研究を行い，有効
な施策を確立するための基礎的資料を提供する。

，法務総合研究所における平成１５年度の研究計画について評価したところ
近時大きな問題となっている，少年犯罪・犯罪者処遇・保護観察政策などに事前評価の概
ついて，数多くの研究テーマが掲げられており，特に少年犯罪については，要
少年法改正に見直し時期と相まって，時宜を得た研究になると評価できる。

また，継続研究とされている「ＤＶ加害者に関する研究 「企業犯罪の防」，
止と制裁に関する法学及び経済学的視点からの分析研究」などは，今後の刑
事政策を検討するに当たって極めて有効な研究になるものと期待できる。

さらには，犯罪者処遇や保護観察政策などの研究は，学者等の研究では行
い得ない分野の研究であり，まさに実務を所管する法務省ならではの効率的
かつ有効な研究が行い得るものと言える。

平成 年度の研究計画15
犯罪白書
研 究

ア 実態調査を踏まえた犯罪被害に関する研究（継続）
イ 少年法改正等に伴う少年刑事司法制度の現状に関する研究
ウ 変貌する凶悪事犯から見た犯罪の検証
エ 少年犯罪に関する研究

最近の強盗事犯少年に関する研究
犯罪少年の実態に関する研究

オ 矯正施設における効果的処遇に関する総合的研究
カ 保護司の活動及び意識に関する調査研究
キ 保護観察対象者の分類の基準に関する研究
ク 薬物乱用の効果的な予防と薬物乱用者の処遇に関する研究
ケ ＤＶ加害者に関する研究（継続）
コ 企業犯罪の防止と制裁に関する法学及び経済学的視点からの分析研究

（継続）
サ 交通事犯の動向に関する研究（継続）
シ 海外の保護観察制度（継続）

－英国における社会内処遇の改革と地域性の再建

外部評価機関である「研究評価検討委員会 （学者委員８名，法務省の他」
部局員５名 計１３名により構成）における評価結果を評価手法とする。評価手法等

（評価結果の概要は法務総合研究所ホームページへ掲載予定
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）http://www.moj.go.jp/HOUSO/index.html

目的等の実現状況及び評価
事後評価の内

【競争的資金による課題（注１ 】 該当なし容 ）

【重点的資金による課題（注２ 】）

○ 犯罪被害者に関する総合的研究（研究２年計画 初年次）
《事前評価の概要：ア》

１『目 標』 法務省で従来行ってきた処遇は，専ら犯罪者に焦点を当て
たものであったが，犯罪が多様化かつ複雑化している近年に
おいては，犯罪が加害者と被害者及び地域社会等を構成要素
として発生していることにかんがみ，それらを視野に入れた
処遇策，とりわけ加害者に被害者の痛みを考えさせて，より
深い反省の念を抱かせるなどの方法によって，一層効果的な
教育を実施する必要に迫られている。

２『研究方法』 そこで，国際的な観点から犯罪被害について調査研究を行
うとともに効果的な処遇プログラムを構築するため，犯罪被
害の実態について調査会社に委託してアンケート調査を行い
その被害者に対し研究官が聞き取り調査を行った。

３『研究結果』 無作為抽出した全国の３，０００人を対象とした面接調査
を実施中。継続研究中。

４『評 価』 継続研究であり，今後の研究の成果が期待される。

○ 少年法改正等に伴う少年刑事司法制度の現状に関する総合的研究（研究
《事前評価の概要：イ，エ》２年計画 初年次）

１『目 標』 近年，少年による凶悪事犯が多発したことから，少年法に
よる刑事手続き及び処遇の在り方に対する社会的関心が高ま
り，平成１２年１２月６日に「少年法等の一部を改正する法
律」が公布され，同１３年４月１日から施行されているとこ
ろであるが，同法附則第３条において，施行後５年を経過し
た後に改正後の施行状況に検討を加え，法制の整備等の措置
を講ずる旨規程されている。

また，少年法改正後における運用状況の把握，少年犯罪の
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現状及び処遇上の問題点等について，十分な検証を加え，速
やかに所要の措置を講ずるとともにより効果的な少年刑事司
法制度を構築していくことが必要である。

２『研究方法』 そこで，現在の少年刑事司法制度に対する検証を加えるた
め，関係機関の資料及び現場の実務担当者等に対する聞き取
りに基づく調査を行うなどして，問題点や解決策等を探求し
て，政策面での提言を行うための総合的研究を実施した。

３『研究結果』 最近の強盗事犯少年に関する研究として報告書をまとめ法
務省の関係職員に対する職務上の資料とした。

４『評 価』 目標に沿った一定の成果物を期限内に出し，所期の成果が
上げられている。

○ 新類型犯罪者の処遇に関する総合的研究（研究２年計画 最終年次）
《事前評価の概要：ケ》

１『目 標』 近年の社会情勢や家庭環境の変化などを背景に従来型の犯
罪類型に加え、ストーカー行為、児童虐待行為あるいは家庭
内暴力行為といった新たな犯罪の類型が顕在化するようにな
ってきており，これらのいわゆる新類型犯罪を犯した者に適
合した処遇の必要性が強く求められている。

２『研究方法』 こうした事象への対応策として，これら新類型犯罪を犯し
た犯罪者に対する処遇に関する実態調査や研究会の実施など
を通じて，犯罪行動学及び犯罪心理学の観点をも取り入れた
形での総合的研究を実施した。

３『研究結果』 ① 児童虐待に関する研究として報告書をまとめ，法務省の
関係職員に対する職務上の資料とした。

② ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の加害者に関す
る研究として報告書をまとめ，法務省の関係職員に対する
職務上の資料とした。
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４『評 価』 目標に沿った一定の成果物を期限内に出し，所期の成果が
上げられている。

【基盤的資金による課題（注３ 】）

《事前評価の概要：犯罪白書，ウ》① 平成１５年版犯罪白書
一審で死刑又は無期懲役を求刑した事件について背景分析を行い，特集

として「変貌する凶悪犯罪とその対策」を作成した。

《事前評価の概要：② 平成１４年版犯罪白書の英訳版を作成（英文白書）
犯罪白書》

《事前評価の概要：オ》③ 矯正施設における効果的処遇に関する研究
成人の収容者についての動向，推移を調査するほか，処遇困難者の状況

の調査を行った。
→ 調査結果の一部を平成１６年版犯罪白書に採り上げる予定。

《事前評価の概要：カ》④ 保護司の活動及び意識に関する調査研究
全国の保護司との面接やアンケートの実施などにより，保護司にとって

困難な事柄等について調査を行った。
→ 調査結果の一部を平成１６年版犯罪白書に採り上げる予定。

《事前評価の概要：キ》⑤ 保護観察対象者の分類の基準に関する研究
現行の保護観察における分類基準についての基礎的研究を行った。
→ 調査結果につき，実務上の基礎資料として取りまとめる予定。

《事前評価の⑥ 薬物乱用の効果的な予防と薬物乱用者の処遇に関する研究
概要：ク》
アジア諸国の薬物事犯の処遇に関する調査を行った。
→ 調査結果につき，実務上の基礎資料として取りまとめる予定。

《事前⑦ 企業犯罪の防止と制裁に関する法学及び経済学的視点からの研究
評価の概要：コ》

→ 調査結果につき，平成１６年度に調査研究を開始する予定である
「法人処罰制度に関する研究」に集約する予定。

《事前評価の概要：サ》⑧ 交通事犯の動向に関する研究
近年の交通死亡事故の減少の要因などを探るなどの調査を行った。
→ 平成１６年版犯罪白書に採り上げる予定。

《事前評価の概要：シ》⑨ 海外の保護観察制度
イギリス等の保護観察制度の改編に関する調査を行った。
→ 調査結果につき，実務上の基礎資料として取りまとめる予定。



- 5 -

『評 価』
・ 全体評価において，いずれの研究も所期の成果を上げたものであり，
研究として十分評価に値するものであるとの評価を得た。

・ 英文白書は，海外の研究者に絶賛されているとの極めて高い評価を得
た。

（注１） 競争的資金による課題
公募により複数の候補の中から優れたものが競争的に選択され，

実施される課題。
（注２） 重点的資金による課題

国が定めた明確な目的や目標に沿って重点的に推進される課題。
（注３） 基盤的資金による課題

研究開発機関に経常的に配分された資金により実施される課題。

備 考


